
　　　　　　　　　　　いいえ

いいえ

市県民税の申告フローチャート
税務署に確定申告書を提出、または税
務署の会場で確定申告されますか？

　　はい
市県民税の申告は必要ありません

　　　　　　　　　　いいえ

令和8年１月１日現在、潟上市に住所
（住民登録）がありましたか？

　　いいえ 潟上市への申告は必要ありません
（１月１日現在の住所地で申告してください）

　　　　　　　　　　はい

令和7年１月１日から12月31日まで
に収入がありましたか？

　　いいえ

　　　　　　　　　　はい

収入は障害年金・遺族年金・失業給付
金などの非課税所得のみですか？

　　はい

　　　　　　　　　　いいえ

どのような収入がありましたか？　以下の３つからお選びください。

給与収入がある人
お勤め先の給与以外に収入が
ありましたか？

　はい 公的年金収入がある人
公的年金収入以外に収入があり
ましたか？

はい 営業等、農業、不動産、
その他の雑所得、一時所
得などがある人

扶養控除、医療費控除、
社会保険料控除などの控
除を追加しますか？

 はい

公的年金収入が
・65歳以上の方で148万円以下
・65歳未満の方で98万円以下
ですか？

　　　　　　　　　　　いいえ 　　　　　　　　　　　はい

市県民税の申告は必要ありませ
ん

市県民税（所得税）の申
告は必要ありません

市県民税（所得税）の申告が必要です
必要な書類をご用意のうえ、申告してください

申告の義務はありませんが、税証明が必要な場
合や、各種手当（給付金）、国民健康保険税・
介護保険料・後期高齢者医療保険料の軽減、福
祉医療制度など、所得・課税状況で判定される
ものの適用を受ける際は、申告が必要となりま
す（電話や市・県民税の申告書の提出にて税務
課にお知らせください）
※潟上市内の人の配偶者控除・扶養控除等の対
象となっている方は必要ありません

　　　　　　　　　　　いいえ 　　いいえ


